
主な届出理由

１　☑　新規

２　□　受給条件の消滅

３　□　変更

イ □　住居の変更

ロ □　通勤経路の変更

ハ □　通勤方法の変更

ニ □　運賃等の負担額の変更

上記事実の発生日

　通　　勤　　の　　実　　情
順 通 勤 方 法
路 の 別

　確　認　及　び　決　定　欄　（提出者は記入しないこと。） 　　　　　年　　　　　月　　　　　日受理

□ 　交通機関等利用

□ 　自転車等使用

交通機関等 □一般　□不便地　□身体障害　使用距離 ㎞

の 名 称 □再任用短時間勤務職員

～ 　　　　平均１箇月当たりの通勤所要回数 回

～ □ 　交通機関等と自転車等の併用

～ □一般　□不便地　□身体障害　使用距離 ㎞

～ □再任用短時間勤務職員

～ 　　　　平均１箇月当たりの通勤所要回数 回

～

～ 通勤距離

円 ２㎞未満 □　　離島等　　　□　　身体障害

月数

から

まで

から

まで

通　　　　　　　勤　　　　　　　届

勤 務 公 署 名

( 所 属 コ ー ド ) （ ） （ ） （ ） （ ）

職 名 職　員　番　号 氏　　　　　　　名

勤 務 公 署 の
所 在 地

住 所

フリガナ

令和7年4月1日

区　　　　　　　　　　　間
距 離 所 要 時 間 乗 車 券 等 左 欄 の 乗

備　　考
( 概 算 ) ( 概 算 ) の 種 類 車券等の額

1  住居 から まで
㎞ 時間：分 円

・ ：
2 から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：
3 から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：
4 から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：
5 から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：
6 から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：
7 から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：
から まで

㎞ 時間：分 円

・ ：

他に利用できる交通 交通機関等の名称 利用区間 左の交通機関を利用しない理由

機 関 等 が あ る 場 合

定 期 券

距離等

１　  箇　  月 　 の
※３箇月の

その他

※６箇月の
回 数 券 運　賃　等　の　額

利　　用　　区　　間
そ の 他

定期券
回数券

運賃等の額 運賃等の額
の 別

通勤距離

支給用件

２㎞以上

該当理由

注）再任用短時間勤務職員とは、職員の給与に関する条例（昭和

４０年大阪府条例第３５号）第６条の２に規定する職員をいう。

計 円

任命権者印 所属長印 取扱者印 担当者印
支　給　の　始　期　等 通勤手当の額

算
　
出
　
基
　
礎

算出の基礎となる交通機関等

定期券等の組合せ 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

　　年　　月
支給 円 ６　・　３　・　１　・　１

　　年　　月

　　年　　月
支給 円 ６ ６　・　３　・　１　・　１

　　年　　月

　※「３箇月の運賃等の額」欄には、３箇月定期券の額又は１箇月の運賃等の額に３を乗じた額を記入する。 ※｢６箇月の運賃等の額」の欄には、６箇月定期券の額、３箇月定期券の額に２を乗じた額又は１箇月の運賃等の額に６を乗じた額を記入する。

全員自宅から最寄
り駅までの地図を
添付のこと

★「自宅～最寄り
駅」までの経路に
ついて、縮尺５万
分の１以上の地図
に自宅をマーク
（朱書きで◎印）
し、バスや自転車
等を利用する場合
はその経路がわか
るようにマーカー
等でルートを記入
し提出してくださ
い。

★バスを利用する
場合は、バスの営
業所名とその電話
番号を「備考」に
記入してください。

<ＳＳＣ入力補助シート>



主な届出理由

１　□　新規

２　□　受給条件の消滅

３　□　変更

イ □　住居の変更

ロ □　通勤経路の変更

ハ □　通勤方法の変更

ニ □　運賃等の負担額の変更

上記事実の発生日

　通　　勤　　の　　実　　情

順 通 勤 方 法
路 の 別

：

：

㎞

まで
㎞

まで
㎞

．

○○～××
自宅から○○駅まで２．４ｋｍで、かつ急行停車駅
でないため上記より時間を要する。機関等がある 場合

円

４８．9 １：１4

他に利用できる交通 交通機関等の名称 利用区間 左の交通機関を利用しない理由

ＪＲ（○○線）

円

から まで
㎞ 時間：分

円

．
時間：分

7 から
時間：分

円

０．5

6 から

まで ：7

１．０

5 徒歩 谷町四丁目 から 大手前庁舎
時間：分
：２ １か月定期
時間：分

０円

堺筋本町 まで
時間：分

１か月定期 △△円

㎞
まで4 大阪メトロ 堺筋本町 から 谷町四丁目

㎞
3 大阪メトロ 天下茶屋 から ５．１ ：１０

円

２．２ ：１５
㎞ 時間：分

１か月定期 △△円４０．１2 南海本線 尾崎 から 天下茶屋 まで ：４０

車券等の額

1 自転車 住居 から 尾崎 まで
㎞ 時間：分

令和　7年　４ 月　１ 日

区　　　　　　　　　　　間
距 離 所 要 時 間 乗 車 券 等 左 欄 の 乗

備　　考
( 概 算 ) ( 概 算 ) の 種 類

□ 書類提出日は3月3日（月）必着です。
□「勤務公署名」「職名」は記入しないでください。
□「職員番号」は封筒に記載されている６桁の番号を記入してください。
□ 氏名を記入してください。
□「勤務公署の所在地」は左記のとおり記入してください。
□「主な届出理由」は「1  新規」となります。
□「上記事実の発生日」は令和7年4月1日となります。
□「住所」は住所届と同様の内容を記入してください。マンション等の場
　合は、番地等に続けて棟室番号を記入し、マンション等の名称はその後
　に（　　）で記入してください。なお、実際に通勤を行う生活実態のあ
　る居住地を記入してください。
□「通勤の実情」の「通勤方法の別」は、まず「徒歩」あるいは「自転車」、
　その後は「○○バス」、「大阪メトロ」等を記入してください。
　公共交通機関を利用する者は、最後に勤務先最寄り駅（停留所含む）から
　大手前庁舎まで「徒歩」を記入してください。
□大手前庁舎の最寄り駅は、大手前庁舎より南方面から来られる方は谷町
　四丁目、北方面から来られる方は天満橋となります。
□最寄り駅から大手前庁舎の距離
　谷町四丁目　～大手前庁舎　0 .5 km徒歩7分
　天満橋　　　～大手前庁舎　0 .4 km徒歩6分
□「通勤方法の別」に大阪メトロを記入する場合は、路線を記入せず、
　「大阪メトロ」と記入して構いません。また、例えば谷町線、中央線等
　複数使用する場合は、それぞれ使用路線ごとに分けて「区間」を記入し
　てください。
□「乗車券等の種類」は電車、バスを利用する場合、「1か月定期」とし、
　「左欄の乗車券等の額」については、使用する電車またはバスの1か月
　分の定期額を調べて記入ください。（複数の大阪メトロの路線を使用す
　る場合は、まとめて記入してください。）
□バスを利用する場合は、必ず路線を所管する営業所名とその電話番号を
　「備考」に記入してください。
□「自宅～最寄り駅」までの経路について、縮尺５万分の１以上（見やす
　い大きさ）の地図に自宅をマーク（朱書きで◎印）し、その経路がわか
　るように赤線でルートに色を塗った上で提出してください。なお、バス
　や自転車等を利用する場合も最寄りの鉄道駅までの経路を必ず赤線で記
　入してください。（通勤手当の支給要件（概要）　参照）
□自転車を利用する場合は、「通勤方法の別」の欄に「自転車」と記載し
　てください。自転車保険等への加入が義務付けられている区域（令和
　7年２月現在：大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、奈良県、三重県、和歌山
県）
　において自転車を利用する場合、自転車保険等に加入することが必要
　です。（和歌山県においては努力義務です。）

●●●●●● 大阪　花子
勤 務 公 署 の

    大阪市中央区大手前２丁目
所 在 地

住 所

フリガナ ｵｵｻｶﾌ ﾊﾝﾅﾝｼ ○○○

      大阪府阪南市○○○１丁目３番３号

（ ） （ ） （ ）

職 名 職　員　番　号 氏　　　　　　　名

※大手前庁舎に仮配属される技術職（土木・電気・機械・建築・土木建設員職）用別紙(通勤届記入例)

勤 務 公 署 名
注意点・書き方

( 所 属 コ ー ド ) （ ）

≪チェック項目≫
□ 注意点・書き方の項目をすべて確認した。
□ 別紙「通勤手当の支給要件（概要）」を確認した。
□ 「自宅から最寄り駅」までの距離等を確認できる
（縮尺５万分の１以上の）地図を用意した。

□ 自転車を利用する場合、確認書を記載した。また、自転車保険等への加入が
義務付けられている区域（令和７年２月現在：大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、
奈良県）において自転車を利用する場合、自転車保険等に加入した。
（あるいは、３月中に加入予定である。）

<<注意点>>

通勤手当の認定時の運賃等相当額については、『最も経済的かつ合理的』と認められる通常

の通勤経路及び方法によって算出されます。

そのため、認定された経路とは異なる経路で届け出を行った場合、差額は自己負担となります。

※認定経路どおりに通勤しなければならないということではありません。


